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特定個人情報保護評価書の概要（第三者点検用） 

１ 特定個人情報保護評価の再実施に至る経緯 

「新潟市固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務における特定個人情報保護評

価書（全項目評価書）（以下「評価書」という）」については、令和４年３月９日に実

施した第三者点検を経て、令和４年４月２８日に公表しています。その後は軽微な修

正を行っており、最終修正は令和６年１1 月１日に行っています。 

このたび、令和１０年１月に予定している税系システムの標準化移行にあたり、特

定個人情報保護評価指針に規定する特定個人情報ファイルに対する重要な変更に該

当することから、同指針に基づき特定個人情報保護評価を再実施します。 

再実施する評価書について、令和８年５月１日から令和８年５月３１日までパブリ

ックコメントを実施しました。その結果を踏まえ、今回、第三者点検を依頼します。 

２ 基本情報 

１．対象となる事務 

(1)事務の名称 新潟市固定資産税・都市計画税の賦課に関する事務 

(2)事務担当部署 財務部 資産税課 

(3)事務の概要 

 

 

・賦課期日時点の土地、家屋所有者に対し、登記情報や現地調 

査等を元に税額を計算し賦課決定する。 

・賦課期日時点の新潟市内の償却資産の所有者からの申告を基 

に、税額を計算し賦課決定する。 

・住民等からの申請により、各種証明書等を交付する。 

・事務に関するシステム連携の流れは「（別添１）事務の内容」 

のとおり。 

２．取り扱う特定個人情報ファイル 

(1)ファイル名 固定資産税・都市計画税 賦課情報ファイル 

(2)事務実施上の 

メリット 

 

・個人を正確かつ迅速に特定し、固定資産税賦課事務を効率的に 

行うことができる。 

・生活保護関係情報等により税の減免事務等を効率的に行うこと 

ができる。 

３．前回実施時からの主な変更点 

税系システムの標準化及びガバメントクラウドへの移行に伴い、システム変更に係

る評価書の内容全体を次のとおり見直す。 

① 税系システムの標準化移行後に利用する「データ連携システム（ガバメントク

ラウド内のシステムと庁内システムの間でデータ連携するためシステム）」につ

いて記載する。（I 基本情報 2.特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使

用するシステムのシステム 6） 
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② 「（別添１）事務の内容）」について、「データ連携システム」を利用する内容へ

変更する。 

③ 「（別添２）特定個人情報ファイル記録項目）」について、標準化移行後に保有

する記録項目へ変更する。 

 

３ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 

１．特定個人情報の入手に係るリスクと対策（措置） 

・個人番号カードその他の本人確認書類の確認を厳格に行うことで、対象者以外の情

報入手を防止している。 

・データ連携システムと各業務システムは専用回線で接続されているため、庁内に限

ってアクセスが可能である。また、アクセス権限を付与されたシステム同士のみ接

続することができ、それ以外のシステムの情報を入手することができない仕組みと

している。 

・あらかじめアクセスできるデータを各業務システムごとに制御しているため、既存

業務システムは許可されていないデータの取得ができないことを担保している。 

・各業務システム各々に ID/暗号鍵を設定することで、他システム用の情報データへ

のアクセスを抑止している。データ授受の動作記録を残すことで、不適切な方法で

の入手を抑止している。 

２．特定個人情報の使用に係るリスクと対策（措置） 

・データ連携システムとの連携においては、利用者が適切なアクセス権限を保持して

いる場合にのみ特定個人情報の連携を許可する仕様となっており、目的を超えた紐

付けや事務に必要のない情報との紐付けが行われないようシステム上でアクセス

制御を行っている。 

・システムを利用する者については、関係所属長からの依頼により権限の発行・執行

を決定し、権限付与された者は ID/パスワードでの認証を実施している。 

・端末操作履歴、情報の更新等すべての操作に対してアクセスログを記録している。 

・全職員を対象に情報セキュリティとコンプライアンスに関する研修を年１回実施

している。業務外利用をした場合に、ログ記録からは特定することが可能である

ことを職員に周知する。これにより、事務外の利用を抑止している。 

３．特定個人情報の提供・移転に係るリスクと対策（措置） 

・特定個人情報ファイルにアクセスした記録は、データベースに逐一保存されてい

る。文章により特定個人情報を提供・移転する場合は、文書整理簿に記録・管理

している。 

・固定資産税システム及び業務共通システムにアクセスできる職員は、権限を与え

られた職員に限定しており、権限を持たない者による特定個人情報の提供・移転

を防止している。 
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４．情報提供ネットワークシステムとの接続に係るリスクと対策（措置） 

・情報照会を行う際は、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照合リストと

の照合を情報提供ネットワークに求め、情報提供許可証を受領してから情報照会を

実施することになる。番号利用法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能

を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに対応している。 

・ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されているた

め、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を防止する仕組みになっ

ている。 

５．特定個人情報の保管・消去に係るリスクと対策（措置） 

・ガバメントクラウドは、政府のセキュリティ基準（ISMAP）を満たしたクラウドサ

ービスを利用しており、サーバー等はクラウド事業者が保有・管理する環境に構築

され、認可された者のみがアクセスできるよう入退室管理を実施し、事前許可され

ていない装置等の外部持出しを禁止している。 

・国及びクラウド事業者は、利用者データへアクセスしない契約としている。また、

地方公共団体が管理する業務データは、国及びクラウド事業者がアクセスできない

よう制御を講じる。 

・ASP やガバメントクラウド運用管理補助者がネットワークやデータアクセス状況

を継続的に監視し、ログ管理を実施している。さらに、クラウド事業者はガバメン

トクラウドに対し脅威検出や DDoS 対策を 24 時間 365 日行っており、ウイル

ス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行っている。導入している OS

やミドルウェアは必要に応じてセキュリティバッチを適用している。加えて特定個

人情報を保有するシステムを構築する環境は、インターネットとは切り離された閉

域ネットワークで構成する。 

・特定個人情報がいつまでも消去されず存在し続けないよう、本市公文書管理条例、

行政文書管理規則に則り、適切に廃棄処分を行っている。 

 



 （別添1） 事務の内容

（備考）

①登記済通知書、償却資産申告書等をもとに、課税台帳を整備する。所有者が死亡している場合は、現に所有している者を納税義
務者とすることになっているため、死亡している納税義務者を把握し、相続人の調査を行う。
②土地の評価額を決定するため、不動産鑑定士や地図会社から価格を評価するための基礎情報を入手する。家屋の評価額につい
ては、家屋評価システムを活用する。
③縦覧帳簿を作成し、納税者へ公開する。
④固定資産税システムで税額を計算し、納税通知書を納税義務者へ送付する。帳票印刷および封入封緘は、外部業者に委託する。
⑤納税義務者からの申請により、固定資産税に係る各種証明書を発行する。
⑥データ連携基盤から、宛名や法人の情報を取得する。
⑦新潟市に住民登録していない納税義務者の個人番号を住民基本台帳ネットワークシステムを使って確認する。
⑧統合宛名の機能を使い、生活保護情報を参照する。
⑨公有財産システム、農地台帳システムに情報を提供する。
⑩事業所税システムに家屋情報を連携する。
⑪納付書情報をＱＲデータ化してｅＬＴＡＸシステムへアップロードし、納税義務者等は納付操作することができる。ｅＬＴＡＸシステムか
ら納付情報を収納管理システム（納税課）で受ける。
⑫各種申請、申告、届出（減免、相続人代表者等）により承認、却下通知を行う。
⑬登記所へ土地、家屋価格通知データを提供する。地方税法第４２２条の３。
⑭新潟地域振興局へ不動産価格等通知書を送付する。地方税法第７３条の１８及び２２。
⑮税務署へ死亡者情報、固定資産評価額情報を送付する。相続税法第５８条。

 （別添1） 事務の内容

（備考）
①登記済通知書、償却資産申告書等をもとに、課税台帳を整備する。所有者が死亡している場合は、現に所有している者を納税義務
者とすることになっているため、死亡している納税義務者を把握し、相続人の調査を行う。
②土地の評価額を決定するため、不動産鑑定士や地図会社から価格を評価するための基礎情報を入手する。家屋の評価額について
は、家屋評価システムを活用する。
③縦覧帳簿を作成し、納税者へ公開する。
④固定資産税システムで税額を計算し、納税通知書を納税義務者へ送付する。帳票印刷および封入封緘は、外部業者に委託する。
⑤納税義務者からの申請により、固定資産税に係る各種証明書を発行する。
⑥共通基盤から、納税義務者や法人の情報を取得する。納税義務者等からの問い合わせで、本人確認が必要な場合は基本情報を
照合する。
⑦新潟市に住民登録していない納税義務者の個人番号を住民基本台帳ネットワークシステムを使って確認する。
⑧統合宛名の機能を使い、生活保護情報を参照する。
⑨公有財産システム、農地台帳システムに情報を提供する。
⑩事業所税システムに家屋情報を連携する。
⑪納付書情報をＱＲデータ化してｅＬＴＡＸシステムへアップロードし、納税義務者等は納付操作することができる。ｅＬＴＡＸシステムから
入金データを収納管理システム（納税課）で受ける。
⑫各種申請、申告、届出（減免、相続人代表者等）により承認、却下通知を行う。
⑬登記所へ土地、家屋価格通知データを提供する。地方税法第４２２条の３。
⑭新潟地域振興局へ不動産価格等通知書を送付する。地方税法第７３条の１８及び２２。
⑮税務署へ死亡者情報、固定資産評価額情報を送付する。相続税法第５８条。

資料１－２
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